
〇東京藝術大学における情報の格付け及び取扱い制限に関する

要項 
 
 
 

改正  令和４年１月11日           

 

（趣旨） 
第１条 この要項は、東京藝術大学法人文書管理規則第２条に規定する法人文書及

び東京藝術大学情報セキュリティ管理規則第３条に規定する情報資産に係る情報

の格付け及び取扱制限に関し必要な事項を定めるものとする。 
（定義） 

第２条 情報の格付けは、機密性、完全性及び可用性の観点から行うものとし各観 
点における格付けの区分については、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）機密性についての格付け  

格付けの区分 分類の基準 

機密性３情報 機密性を要する情報 

機密性２情報 機密性は要しないが、直ちに一般に公表することを前提

としていない情報 

機密性１情報 機密性２情報又は機密性３情報以外の情報 

（２）完全性についての格付け  

格付けの区分 分類の基準 

完全性２情報 改ざん、誤びゅう又は破損により、利用者の権利が侵害さ

れ、又は本学の活動の適正な遂行に支障（軽微なものを除

く｡)を及ぼすおそれがある情報（書面を除く｡) 

完全性１情報 完全性２情報以外の情報（書面を除く｡) 

（３）可用性についての格付け  

格付けの区分 分類の基準 

可用性２情報 滅失、き損又は当該情報が利用不可能であることにより、

利用者の権利が侵害され、又は本学の活動の安定的な遂

行に支障（軽微なものを除く｡)を及ぼすおそれがある情

報（書面を除く｡) 

可用性１情報 可用性２情報以外の情報（書面を除く｡) 

２ 前項第１号に規定する格付けの区分のうち、機密性２情報及び機密性３情報を

要機密情報という。 
３ 第１項第２号に規定する格付けの区分のうち、完全性２情報を要保全情報とい

う。 
４ 第１項第３号に規定する格付けの区分のうち、可用性２情報を要安定情報とい

う。 
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５ 第２項、第３項及び第４項に規定する要機密情報、要保全情報及び要安定情報

を要保護情報という。 
６ 役員及び教職員（以下「教職員等」という｡)は、前項の要保護情報の取扱いに

当たっては、細心の注意を払わなければならない。 
７ 情報の取扱制限は、機密性、完全性及び可用性の観点から行うものとし、各観

点における取扱制限の区分については、次の各号に掲げるとおりとする。 
（１）機密性についての取扱制限 

取扱制限の種類 取扱制限の指定例 

複製について 複製禁止、複製要許可 

配付について 配付禁止、配付要許可 

暗号化について 暗号化必須（保存時暗号化、通信時暗号化

等） 

印刷について 印刷禁止、印刷要許可 

転送について 転送禁止、転送要許可 

転記について 転記禁止、転記要許可 

再利用について 再利用禁止、再利用要許可 

送信について 送信禁止、送信要許可 

参照者の制限について 関係者限り 

（２）完 全 性 につ い て の 取 扱 制 限  

取扱制限の種類 取扱制限の指定例 

保存期間について 〇 年 間 保 存 、 〇〇 ま で 保 存  

保存場所について 〇〇において保存等 

書換えについて 書換禁止、書換要許可 

削除について 削除禁止、削除要許可 

保存期間満了後の措置について 保存期間満了後要廃棄 

(３)可用 性 に つ い て の 取 扱 制 限  

取扱制限の種類 取扱制限の指定例 

復旧までに許容できる時間につ

いて 
○ 時 間 以 内 復 旧、 ○ 日 以 内 復 旧  

保存場所について 〇〇において保存 

（格付け及び取扱制限の決定） 
第３条 教職員等は、法人文書又は情報資産（以下「情報」という｡)の作成時又は

情報を入手しその管理を開始するときに、当該情報について、電磁的記録につい

ては、機密性、完全性及び可用性の観点から、書面については、機密性の観点か

ら、前条に規定する格付け及び取扱制限の定義に基づき、その決定（取扱制限の

必要性の有無を含む｡)を行うものとする。 

２ 教職員等は、前項に規定する格付け及び取扱制限の決定に当たっては、要件に



不足が生じないように注意するものとする。 

（格付け及び取扱制限の指定） 
第４条 教職員等は、情報の作成時又は情報を入手しその管理を開始するときは、

前条により決定した格付け及び取扱制限に基づき、その指定を行うものとする。 
（格付け及び取扱制限の明示等） 

第５条 教職員等は、情報の格付け及び取扱制限を指定した場合には、それを認識

できる方法を用いて明示等をするものとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、書面において機密性１の格付けを指定した場合には、

当該格付けの明示を省略することができる。 
（格付け及び取扱制限の継承） 

第６条 教職員等は、情報を作成する際に、参照した情報又は入手した情報が既に

格付け又は取扱制限が指定されている場合には、元となる格付け及び取扱制限を

継承するものとする。 
（格付け及び取扱制限の再指定） 

第７条 教職員等は、元の情報の修正、追加又は削除により、他者が指定した情報

の格付け及び取扱制限を再指定する必要があると判断される場合は、決定及び指

定の手順に従い処理するものとする。 
（格付け及び取扱制限の見直し） 

第８条 教職員等（以下本条第２項及び第３項において「相談者」という｡)は、元

の格付け及び取扱制限がその時点で不適当であると判断される場合又は他 の者

が指定した情報の格付け及び取扱制限を見直す必要がある場合は、指定 を行っ

た教職員等（以下「指定者」という｡)若しくは格付け及び取扱制限を決定した教

職員等又は同人らが所属する上司（以下「被相談者」という｡)に相談するものと

する。 
２ 相談者又は被相談者は、情報の格付け及び取扱制限について見直しを行う必要

性の有無を検討し、必要があると認めた場合には、当該情報に対して新たな格付

け及び取扱制限を決定又は指定するものとする。 
３ 相談者又は被相談者は、情報の格付け及び取扱制限を見直した場合には、それ

以前に当該情報を参照した者に対して、その旨を可能な限り周知し、同一の情報

が異なる格付け及び取扱制限とならないように努めるものとする。 
（変更後の指定者） 

第９条 情報の格付け及び取扱制限を変更する教職員等（以下「変更者」という｡) 
は、変更後の格付け及び取扱制限の指定者について、次の各号に掲げる方法によ

り、指定者を明確にするものとする。 
（１）変更前の指定者が継続する。 
（２）変更者が新たな指定者となる。 

（既存の情報についての措置） 
第１０条 教職員等は、この要項の施行日以前に作成又は入手した情報を取り扱う

場合であっても、当該情報の格付けを行い、必要に応じて、取扱制限の指定を行

わなければならない。 
（雑則） 

第１１条 この要項に定めるもののほか、情報の格付け及び取扱制限に関し必要な



事項は、別に定める。 
 

附 則 
この要項は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 
この要項は、令和４年１月11日から施行する。 


